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平成１６年　１月２７日　確認

防災（交通安全）関係の取扱いについて

　　　菊池北部四市町村合併協議会会長　　　松　岡　一　俊　

防災（交通安全）関係の取扱いについて提出する。

      達等に支障がないよう新市においてシステムの整備統一を図る。

　　　　平成１５年１２月２４日  提出

協議第１３号

  １．防災会議については、合併時に新たに設置し、新市において地域

      防災計画を作成する。

  ２．災害対策本部については、合併時に新市の条例を制定する。

  ３．防災行政無線については、当面は現行のとおりとし、災害時の伝
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（災害対策基本法第１６条第６項）
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防災会議については、合併時

菊池市 旭志村 泗水町

菊池北部四市町村合併協議会

　地域防災計画　 ・　災害対策本部

・防災会議については、合併時に新たに設置し、新市において地域防災計画書を作成する。

・災害対策本部については、合併時に新市の条例を制定する。
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菊池北部四市町村合併協議会 協議事項調整内容

　防災会議   年１回（６月） 　防災会議・水防会議合同　　 年１回（６月） 　防災会議･水防会議合同　   年１回（６月）

 ・指定公共機関又は指定地方公共

 　公共的機関等のうちから ２人以内

 ・町職員（各課長、議会局長、農委事務局長）

　現在総数：２８人
　任期：２年（再任可）

　防災会議   年１回（６月）

災害対策本部については、合併

時に新市の条例を制定する。

（災害対策基本法第２３条第７項）

　･ 菊池市災害対策本部条例 　･  条例なし 　･旭志村災害対策本部条例 　･  条例なし
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防災無線保守･管理委託料

平常放送 行政に関する事項

毎日２回、定時放送

緊急放送 災害・火災発生情報

時報

平常放送 行政に関する事項
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１０３世帯

（平成８年度設置 ：NEC）

４０台（５W)

ぼうさいしすいまちやくば

周波数 ６９．１３５MHZ
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携帯型    ７台（１W)

   ２台（５W)
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（昭和６０年度設置 ：NEC）
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防災行政無線

現 況

七城町

関 係 項 目防災（交通安全）関係の取扱い

菊池北部四市町村合併協議会

 防災行政無線

・防災行政無線については、当面は現行のとおりとし、災害時の伝達等に支障がないように新市においてシステムの整備統一を図る。

調整の具体的内容

菊池市 旭志村 泗水町

設置場所

ぼうさいきくちしやくしょ

６８．８３５MHZ

菊池市役所 無線室

１５台（１０W)

  ５台（１W)

  １台（５W)

屋外別受信機 ２８基

可搬型    無

携帯型  ９台（１W)

可搬型   ３台（５W)

放送内容 放送内容 放送内容 放送内容



災害対策基本法(抜粋) 
 
  （市町村防災会議） 
第十六条 市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画の作成及びその実施の推進のため、市町村防災会議を置く。 
２ 前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村防災会議を設置することができる。 
３ 市町村は、前項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときその他市町村防災会議を設置することが不適当又は困難であるときは、第一項 
規定にかかわらず、市町村防災会議を設置しないことができる。 

４ 市町村は、前項の規定により市町村防災会議を設置しないこととするとき（第二項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときを除く。）は、 
都道府県知事に協議しなければならない。 
５ 都道府県知事は、前項の規定による協議に際しては、当該都道府県防災会議の意見を聴かなければならない。 
６ 市町村防災会議の組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準じて、当該市町村の条例（第二項の規定により設置された市町 
村防災会議にあっては、規約）で定める。 

 
  （災害対策本部） 
第二十三条 都道府県又は市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認め

られるときは、都道府県知事又は市町村長は、都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画の定めるところにより、災害対策本部を設置することがで

きる。 
２ 災害対策本部の長は、災害対策本部長とし、都道府県知事又は市町村長をもって充てる。 
３ 災害対策本部に、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員を置き、当該都道府県又は市町村の職員のうちから、当該都道府県の知事又は当該

市町村の市町村長が任命する。 
４ 災害対策本部は、地方防災会議と緊密な連絡のもとに、当該都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画の定めるところにより、当該都道府県又は

市町村の地域に係る災害予防及び災害応急対策を実施するものとする。 
５ 都道府県知事又は市町村長は、都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画の定めるところにより、災害対策本部に、災害地にあって当該災害対策

本部の事務の一部を行う組織として、現地災害対策本部を置くことができる。 
６ 都道府県の災害対策本部長は当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、市町村の災害対策本部長は当該市町村の教育委員会に対し、そ

れぞれ当該都道府県又は市町村の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。 
７ 前各項に規定するもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定める。 


